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会 議 次 第 
 

１．開     会 
２．会 長 挨 拶 
３．会議録署名委員の指名 
 
４．議  事 
  ①報告事項 
    報告第 8号 委員の変更について 
 
②協議事項 

    （協議・確認） 
    協議第 3号の１ 新町の名称について（継続協議） 
    協議第 7号の１ 議員の定数及び任期の取扱いについて（継続協議） 
    協議第 9号  旧町村の慣行の取扱いについて 
    協議第 10 号 農業委員会委員定数及び任期の取扱いについて 
    協議第 11 号 地方税の取扱いについて 
    協議第 12 号 一般職員の身分の取扱いについて 
    協議第 13 号 一部事務組合等の取扱いについて 
    協議第 14 号 介護保険事業の取扱いについて 
    協議第 15 号 消防団の取扱いについて 
 
    （提案） 
    協議第 16 号 総務企画関係事業の取扱いについて 
    協議第 17 号 保健衛生関係事業の取扱いについて 
    協議第 18 号 住民福祉関係事業の取扱いについて 
 
  ③確認事項 
    ○合併協議会委員管内視察研修について 
    ○南部町・南部川村合併「まちづくりフォーラム」について 
    ○第 4回合併協議会開催日程等について 
 
５．閉     会 



   第３回 南部町・南部川村合併協議会 

日時 平成15年１月23日 午後１時30分 

場所 南部川村保健福祉センター２階プララホール 

 

○玉井議長 ただいまより第３回南部町・南部川村合併協議会を始めたいと思います。 

 ただいまの出席委員数は21人全員でございます。 

 それでは会議を始めます。 

 まず、開会に当たりまして、南部町・南部川村合併協議会会長であります山田五良村長よりごあ

いさつがあります。 

 

○山田会長 新しい年になりまして、第３回目の合併協議会をお願いをいたしました。全員のご出

席を賜りましてありがとうございます。 

 第２回目は12月11日でございました。それ以来、年末年始にかけていろいろと会合があったり、

また住民の皆さんと接する機会もたくさんあったかと思います。そういう中で合併に関することも

話題になって、いろいろ情報も皆さん方も把握されているかと思います。 

 それで、きょうは第３回で協議事項もお示ししているとおりでありますが、進めていただくこと

になります。 

 なお、この期間中に専門委員会の方におかれましては新町の名称と、それから議会議員の定数等

に関する専門委員会はこの期間中に開催をしていただいてございます。それの状況につきまして、

後から各委員長さんからご報告をいただくことになってございます。 

 ３回目はこういう内容でございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 なお、後の次の議事のところで出てくるわけでありますが、報告事項で私の方からちょっと紹介

を兼ねて申し上げます。 

 南部川村の第４号委員というのは区長会長でありますが、交代がありましたので新たに瀧川博己

さん、ちょっと瀧川さん、委嘱申し上げたんでご紹介を申し上げておきます。 

 以上、それではよろしくお願いを申し上げます。 

 

○玉井議長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の会議録署名委員を指名いたします。 

 本日の会議録署名委員は、Ａ委員さん、Ｂ委員さんにお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 初めに、議事の１、報告事項で報告第８号の委員の変更についてを事務局より説明お願いします。 

 

○小谷事務局長 恐れ入ります。資料の１ページ、お願いいたします。 

 報告第８号 委員の変更について。 

 委員の変更について下記のとおり報告する。 
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 平成15年１月23日報告、南部町・南部川村合併協議会会長山田五良。 

 委員の変更について、旧委員、南部川村４号委員、前田操。 

 新委員、南部川村４号委員、瀧川博己。 

 先ほど、会長あいさつの中にもございましたように、委員の変更がございましたのでご報告申し

上げます。 

 

○玉井議長 ただいま会長並びに局長よりお話のありましたとおり、新しく瀧川博己さん、委員に

就任されました。 

 恐れ入りますが、一言ごあいさつお願いします。 

 

○瀧川委員 南部川村の代表として任命されました。 

 何分、全然わかりませんので、皆さん方のご指導よろしくお願いいたします。 

 

                   （拍 手） 

 

○玉井議長 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、報告事項について終わりたいと思います。 

 引き続きまして、２の協議事項に移らせていただきます。 

 第１回及び第２回の協議会において提案されました９項目の協議事項について協議を行います。 

 まず、第１回協議会で提案されました専門委員会に付託されていました協議第３号の１、新町の

名称についての協議をお願いいたします。 

 事務局から説明を求めます。 

 

○小谷事務局長 恐れ入ります。資料をめくっていただきまして２ページ、協議第３号の１、新町

の名称について（継続協議）。 

 新町の名称について継続して提出する。 

 平成15年１月23日提出、南部町・南部川村合併協議会会長山田五良。 

 新町の名称について。 

 新町の名称に関する専門委員会より別紙のとおり報告するということで、皆様方の机の上に配付

させていただいてございます別紙１ですけれども、新町の名称に関する専門委員会委員長立田圭一

郎氏より、協議会の会長でございます山田五良殿に名称に関する専門委員会報告について別紙を添

付してございます。 

 以上でございます。 

 

○玉井議長 ただいま事務局から説明をいたしましたとおり、協議第３号の１については、専門委

員会からの報告があります。 
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 新町に名称に関する専門委員会の報告を求めます。 

 立田委員長。 

 

○立田委員長 新町の名称に関する専門委員会における協議の経過につきまして、ご報告を申し上

げます。 

 昨年の12月11日、本年１月15日、そして本日協議会前の３回の委員会をもちまして、約４時間に

わたりまして真摯な議論を進めてまいりました。 

 その結果、専門委員会の意見と共通認識といたしましては、両町村にとって南部の名称は歴史的

に見て南部郷、または南部組としてもともと一つの組織体であったこと。また、現在の両町村名に

「南部」の名称が使用されております。また、今回の合併に当たりまして、大きな合併より小さな

合併を選択した理由の一つにも、この「南部」の名称を残したかったという思いがあります。 

 さらに、南部の特産物を代表する南部の梅、または南部の魚がブランド名を守って全国的に知名

度を有しているところであります。 

 また、南部梅林、ＪＲ南部等を代表するように、公的機関、または地名において広く南部の名称

が使用されております。そしてまた、住民皆さん方の意識の中に確固として定着をしている現状で

あろうかと思います。 

 こうしたことから、このたびの新町名称の選定に当たりましては、一般公募をすることはなじま

ないものというように判断をいたしました。しかしながら、新町の名称の選定は、新しい町を建設

することに当たり、両町村の住民の皆様方のご参加を得てご意見を反映させていただくことは極め

て重要なことであることから、選択式アンケートの実施を考えてここに提案をさせていただきま

す。アンケートの内容につきましては、別添のとおりであります。 

 本協議会におきまして、しかるべくお取り計らいくださいますようにお願いいたしまして、専門

委員会からの報告を終わります。 

 以上です。 

 

○玉井議長 ありがとうございました。 

 専門委員会の報告では、新町の名称の選定については、選択式の住民アンケートを実施しては

と、そういう提案であります。 

 それでは、新町の名称に関する専門委員会の報告について、ご質問、ご意見がございましたら発

言をお願いいたします。 

 質問、ご意見はございませんか。よろしゅうございますか。 

 それでは、特にほかにご意見もないようでございますので、協議事項第３号の１、新町の名称に

ついては、専門委員会の報告を原案どおり承認することにご異議ありませんか。 

                   （異議なし） 

 

○玉井議長 異議なしという声がありますが、ありがとうございました。異議なしと認めます。 
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 協議第３号の１、新町の名称については、専門委員会の報告が原案のとおり承認されました。 

 続きまして、これも第１回協議会で提案され専門委員会に付託されていました協議第７号の１、

議員の定数及び任期の取り扱いについてご協議をお願いいたします。 

 事務局から説明をお願いします。 

 

○小谷事務局長 恐れ入ります。３ページにつけてございます協議第７号の１、議員の定数及び任

期の取り扱いについて（継続協議）。 

 議員の定数及び任期の取り扱いについて継続して提出する。 

 平成15年１月23日提出、南部町・南部川村合併協議会会長山田五良。 

 議員の定数及び任期の取り扱いについて。 

 議会議員の定数等に関する専門委員会より別紙のとおり報告するということで、皆様方に配付を

させていただいてございますＡ４、左肩に別紙２となっておる部分でございます。議会議員の定数

等に関する専門委員会委員長井口黎明氏より、南部町・南部川村合併協議会会長山田五良あてに報

告がされてございます。 

 以上でございます。 

 

○玉井議長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から説明をいたしましたとおり、協議第７号の１については、専門委員会からの

報告であります。議会議員の定数等に関する専門委員会の報告を求めます。 

 井口委員長。 

 

○井口委員長 昨年12月11日に第１回協議いたしました。そして、本年１月16日にもう一度専門委

員会を開いて、議員の定数及び任期の取り扱いについて議論いたしました。 

 専門委員会の意見ということで、16日にまず最初に両町村から２人の議員さんが出てきていただ

いておりますので、まず両町村の議員さんが全員協議会を開いていただいておったようでございま

すので、最初に議会の意見を議員さん方にご報告を受けました。 

 ここにも載っておりますように、本当に両町村の議員さんのご理解のもとで合併特例法の適用に

ついては合併特例法は適用せず新設選挙の方向であるということでございます。そして、議員の定

数については、法に定める定数以下で調整中ということで、大体14から18ということでございまし

た。選挙区は、新町全町１区ということで選挙区は設置しない。これは、今の南部町、南部川村い

うたら全く同じ状況でございます。そういうことで、いろいろ委員さん方のご意見を聞き、そして

また特に両町村の助役さんなんかの意見も聞きました。今のこの２ページに載っておりますよう

に、議員定数を14名にしようという意見も南部町には多かったようでございますが、その影響とい

うのは御坊市が２万 8,000人のところを16名、白浜町が１万 9,000人のところを15名に決まったと

いうようなことから、14名ぐらいでいいんじゃないかというような意見があったということでござ

いました。そういう状況の中で、とにかく新設選挙をして16名としておいて、４年後に14名にして
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はという意見もありましたが、とにかく４年、８年後のことはそのときの議員さんに決めていただ

くというような話でまとまったように思います。 

 それで、専門委員会の確認事項といたしましては、合併特例については議員の任期及び定数につ

いては合併特例法を適用せず、地方自治法及び公職選挙法の原則を適用した新設選挙として首長選

挙との同日選挙とする。新町における議員定数について。新町における議員定数は、新設選挙にお

いては16名とする。選挙区の設定について。合併後住民一体性の確保から、新町では全町１区とし

て、選挙区を設置しない。 

 専門委員会の確認事項は以上のとおりでございます。 

 

○玉井議長 ありがとうございます。 

 専門委員会の報告では、議員の任期では在任特例は使わない。そして、首長選挙と同日の新設の 

選挙を行う。定数は16名。選挙区は設けずに、新しい町の全町１区で選挙を行うということです。 

 それでは、議会議員の定数等に関する専門委員会の報告について、ご質問、ご意見がございまし

たら発言をお願いいたします。 

 ございませんか。 

 Ｃ委員。 

 

○Ｃ委員 専門委員会でも申し上げたことなんですけれども、合併してすぐの選挙ということです

ので、私個人としてはやはり18名ぐらいでスタートすべきというふうに思ってます。 

 幾らわかり合うた隣との合併ということでも、やはり今まで南部と南部川村ということでやって

きた50年ほどがありますので、16名ということですけれども、２人ぐらいをよけいめに見て18名ぐ

らいでスタートして、４年後、８年後というので調整していく方が好ましいんではないかなという

ふうに思ってます。 

 以上です。 

 

○玉井議員 ただいまＣ委員さんの方から18名ではどうかと、合併直後だから余り様子もわからん

のでという、そういう意味やないかなと思うんですが、18名の方がいいんやないかというこういう

意見です。 

 ほかにご意見はございませんか。 

 Ｄ委員。 

 

○Ｄ委員 Ｃ委員さんから18名という意見もございましたが、私どもの中でも18名という意見もあ

ったのは事実でございまして、しかし、ここにも書かれてあるように、白浜町とかまた御坊市のこ

とがそういう近隣の町村がかなり減らしたと。あくまでも減らしたらええだけではこれはないとい

うことは、もう皆さんも了解してくれてあると思いますんで、私はその16名の議員でいいと、私は

こう判断します。 
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○玉井議長 Ｄ委員の方から16名でよろしいと、こういうご意見ですが、ほかにございませんか。

ほかにご意見ございませんか。 

 Ｅ委員。 

 

○Ｅ委員 定数につきましては、これもこの間専門委員会でもいろいろと意見がありましたが、18

名という意見もあったんです。議会の協議会でもそういう話がありましたが、大半は16名でという

お話であったと思います。この前の専門委員会でも、最終的には16名ということで確認しておりま

すので、私は16名でまず16名でスタートしたらいいと思います。 

 

○玉井議長 Ｅ委員の方から専門委員会でも16名の意見が多かったと。だから、もう16名でええん

やないか、そういうご意見でありますが、ほかに。これ大事なことでございますんで、ほかにござ

いませんか。ほかにご意見ございませんか。 

 Ｆ委員。 

 

○Ｆ委員 Ｆです。 

 この前、僕も16名という意見を出させていただいたんですけれども、周りでいろいろなことを聞

いてみますと、周りの人は14名でいいんじゃないかなというような意見がかなり多かったんですけ

れども、当面、とりあえず16名ということで出発して、あと14名ということも次の時期に議員の皆

さんで考えていただけるような方向で考えていただいたらいいんじゃないかなというような話をさ

せていただきました。 

 僕は、そう16名で、とりあえず16名で出発して、あと14名ということを考えていただきたいな

と、そう意見しましたんで、そのようにしていきたいと思いますけれども。 

 

○玉井議長 ありがとうございます。 

 Ｆ委員の方からは14名という、これは一般町民の意見やな。そういう意見も多々聞いてあると。1

4名やったら少なすぎるんでせめて16名でええやないかと、こういうご意見でございますが、ほかに

ございませんか。 

 Ｇ委員。 

 

○Ｇ委員 この間の専門委員会でも、先ほど申し上げましたようにいろいろ意見はあったんですけ

れども、最終的にはもう16名というのが90％だったと思います。 

 それで、議員の数を減らせばいいということやなしに、やはり住民の声を反映させるという意味

で16名というのが適当ではないかと思いますけれども、しかし、これには定数というのは22以下と

いうことになっておるんで、どれが正解やら全くのところわからんわけで、16が良いのか18が良い

のか14が良いというようなことの正解というのはないわけで、皆さんが多く考えていただいている
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ような数字でなければいかんと思います。 

 それで、私は16名とそういうことで話をまとめたような次第でございます。 

 それと、ちょっと外れるんですけれども、ひとつこの専門委員会終わった後の２日目ぐらいです

けれども、局長から聞いたんですけれども、この合併特例法を一切使ってない、選挙区も使ってな

いというのは日本で今までに昭和48年４月１日に、静岡県の大浜町議員が16、城東村議員14、こう

いう両方足して30あるんですけれども、そのときには18だって現在16らしいんですけれども、人口

は１万 7,000人のところで、現在まで41件ってなっておるんですけれども、もう41件よりずっと超

えておるらしいんですけれども、そこは昭和40年から日本で合併された数らしいんですけれども、4

1件になっておるけどももっとふえてると思いますけれども、この静岡県の大東町というところだけ

が特例を使ってないということらしいんです。 

 それで、この今、ただ単に淡々と我々が特例は使えません、何はしませんと言うてますけれど

も、これではっきり言うて日本で２番目に一切使ってないということらしいんで、その点もご認識

だけ。もうちょっと早く局長が言うてくれてたら、また違うてんけども、遅々になって言われたん

でちょっと控えさせてもらってたんで、ご報告だけ申し上げます。 

 間違ったところあったら、局長また足しといてください。足して言うてください。ありがとうご

ざいました。 

 

○玉井議長 今、委員長の方から日本で２番目の議員定数やと、こういう話でございますが、どう

ですか。16名でもうよろしいですか。 

                   （異議なし） 

 

○玉井議長 異議なし。 

 それでは、原案のとおり16名にさせていただきたいと、こう思います。 

 それでは、協議第７号の１、議員の定数及び任期については、専門委員会の報告が原案どおり承

認されました。 

 続きまして、議案第９号の旧町村の慣行の取り扱いについて協議をお願いします。 

 事務局から説明いたします。 

 

○小谷事務局長 恐れ入ります。資料につきましては、第２回目の会議でお配りをさせていただい

てございます②協議事項と書いた分、第２回目に配付させていただいた分でございます。２回目の

ときの資料で、ページ数で言いますと６ページからとなってございます。 

 そしたらご説明申し上げます。 

 協議第９号、旧町村の慣行の取り扱いについて。 

 旧町村の慣行の取り扱いについて提出する。 

 平成14年12月11日提出、南部町・南部川村合併協議会会長山田五良。 

 旧町村の慣行の取り扱いについて。 
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 新町の町章・町民憲章・花、鳥、木・町歌については、合併までに調整し、新町において新たに

定めるという案で提出しております。 

 慣行の取り扱いにつきましては、法律に基づいて定められたものではございませんが、新町のシ

ンボル、また新町の基本姿勢となるものでございますから、できるだけ早く統一することが望まし

いとされてございます。そのことから、この取り扱い方法としましては、合併までに調整できるも

のは調整をして、新町の誕生により新町民の皆様が新しい町の期待や思いを込めて制定することと

する提案でございます。 

 ７ページをめくっていただきますと、上側には町章がございます。左側南部町、右側南部川村、

現在の町村章を載せてございます。これは、この制定したときには全国公募をしたというふうに聞

いてございます。 

 それから、憲章につきましては、南部町は町民憲章、昭和62年11月７日に制定をしております。

これは、町制90周年の際に制定をされたものです。南部川については、村民憲章は該当ございませ

ん。 

 ８ページにつきましては、自治体の花・鳥・木ということで、現在、南部町では町の花が梅、木

はもっこく、鳥は南部町該当ございません。南部川村の花・鳥・木ですけれども、花は梅、鳥はウ

グイス、木はウバメガシとなってございます。ですので、両町村にまたがって同じものは花だけで

ございます。 

 自治体の歌につきまして、南部町町歌はございません。南部川村には村歌がございます。 

 以上が現状でございます。これらにつきましては、合併までに調整をして、新町になってから新

たに定めるという調整案で提出させていただいてございます。 

 よろしくご協議のほどお願い申し上げます。 

 

○玉井議長 ただいま事務局から説明をいたしました協議第９号の旧町村の慣行の取り扱いにつき

まして、ご質問、ご意見がございましたらどうぞご発言お願いをいたします。 

 Ｃ委員。 

 

○Ｃ委員 合併までに調整し、新町において新たに定めるということですが、合併までに調整する

というのは、中身はどういうことをするんですか。 

 

○小谷事務局長 あくまでも新町で決めたいなと考えておるんですけれども、それまでに決める方

法、例えば協議会とか検討会のようなもので、新しい町になってどういうふうな方法で定めていく

かというあたりを、それまで両町村で検討いただけたらなと考えてございます。 

 あくまでも、町章はどうするんだというのは、新町になってから考えればと考えてございます。 

 以上です。 

 

○玉井議長 よろしゅうございますか。 
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 ほかに。 

 

○Ｃ委員 ということは、町章はつくるかつくらないか。つくる。それで、町民憲章はつくるかつ

くらないか。例えばつくる。それから、花・木・鳥、それは決める。それで歌もつくる。全部つく

るとすればつくるということを決めておいて、あとはあとへお任せというふうな意味ですか。 

 

○小谷事務局長 そのとおりでございます。 

 両町村であるものないもの、今個々に違いがございますので、そこらの調整を済ませておいて、

新町で検討委員会のような形で進めればと考えてございます。 

 そこまでの調整をするということでございます。 

 

○玉井議長 ほかにございませんか。 

 Ｈ委員。 

 

○Ｈ委員 合併してから後に決めるということになるんですね。 

 これは、だから議会の議決があって６カ月間の期間があるでしょう。その間に決めておくという

ようなことは考えられるんですか。例えば、合併の日に町旗ですか。それを掲げるとかいうような

ことはできないのか。 

 

○小谷事務局長 理想はそうあるべきだと考えるんですけれども、全国的に先進事例等今調べてお

るわけなんですけれども、やはり全国的には新しい町とか市になって、気分一新と言いますか、そ

こで考え方、住民の方々大きく変わるかと思いますので、新しい目で決めていくんだというのが全

国的にほとんどでありますので、前もって決めておくよりも、新しい感覚で決めたらなというもの

が全国的な流れなんでそういうふうに考えた次第、事務局では考えてございますけれども。 

 

○玉井議長 Ｅ委員。 

 

○Ｅ委員 もう一遍ちょっと確認いたします。 

 さっきＣ委員が言いましたが、この憲章とか町章、花・鳥・木、町歌について、つくるかつくら

んかというのは、この合併協議会で決定するということですか。 

 

○小谷事務局長 一応、花・鳥・木、町章、町民憲章、町歌等については、つくるというきょう確

認をいただいて、その案で新町へ持ち込むと言いますかね。両議会へかけてですけれども、最後に

結ぶ協定書の中にはこういう文言でつくるんだということを確認されたということを記載すること

になろうかと思います。 

 

-9- 

 



○玉井議長 よろしい。ではほかに。ほかにございませんか。 

 Ｇ委員。 

 

○Ｇ委員 ということは、もうこれはすべてつくるということできょうは確認しておるわけです

か。町章にしても、花・鳥・木、町歌、これはもう合併してからは全部つくるということでの確認

をとってるわけですか。どういうことですか。 

 

○小谷事務局長 もし皆様方の確認をいただけたら、そういうふうにご確認いただけるものでした

らいただきたいなというのは事務局で考えてございます。 

 新町でどうするかは新町になってから決めることになるんですけれども、前もってそういうこと

を決めておく必要があるというのが全国的な流れで合わさせてもらっておりますけれども、多分先

ほど申しましたように必要があるんかなと。新町の誕生によって、新しい町の町民の皆さんが新し

い町の期待や思いを込めて制定することとしたいなというふうに考えて、提案をさせていただいて

ございますので、ご確認いただけたらと思っております。 

 

○玉井議長 ほかに。ほかにございませんか。 

 Ｉ委員。 

 

○Ｉ委員 Ｉです。 

 この新町の町章、憲章ですね。これを、新しい町になってからまたいろいろなアンケートとか、

それから皆さんのご希望、新しい発想が生まれてきそうな気もいたします。それで、この研究会に

よって憲章とかこういう町章のことを考えますと、すごく責任が重くなって、合併した後もこの会

がすごい引っ張っていかれそうで、ある程度来ましたら、新しい町にころっと変えて手法もまた考

えられると思いますんで、つくってもよいという方向でとっておいて、それ以上は合併してからと

いうのを私は希望いたします。 

 

○玉井議長 というご意見ですが、それについて事務局は。 

 

○小谷事務局長 事務局の考えはそのとおりでございます。 

 特に、新町でどうしておくということ、もし決められる分があれば決めていただけたらとは思っ

ておりますけれども、やるかどうかについて確認をいただいて、新町で決定してはと考えてござい

ます。 

 以上です。 

 

○玉井議長 お聞きのとおりでございます。 

 ほかにございませんか。 
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 特にご意見がないようでございましたら、協議第９号の旧町村の慣行の取り扱いについては原案

のとおり承認することにご意見ございませんか。 

                   （異議なし） 

 

○玉井議長 異議なしと認めます。ありがとうございます。 

 協議第９号の旧町村の慣行の取り扱いについては、原案のとおり承認されました。 

 続きまして、協議第10号の農業委員会委員の定数及び任期の取り扱いについてのご協議をお願い

します。 

 事務局から説明を求めます。 

 

○小谷事務局長 資料の９ページ、協議第10号 農業委員会の委員の定数及び任期の取り扱いにつ

いて。 

 農業委員会の委員の定数及び任期の取り扱いについて提出する。 

 平成14年12月11日提出、南部町・南部川村合併協議会会長山田五良。 

 農業委員会の委員の定数及び任期の取り扱いについて。 

 農業委員会の委員の定数及び任期については、新町に１つの農業委員会を置き、選挙による委員

の定数は合併までに調整するというふうに調整案を出させていただいてございます。 

 10ページに、両町村の農業委員の現状を載せさせていただいてございます。 

 南部町の場合、農業委員の定数ですけれども、選挙委員が12名、現在の実人員も12名。選任委員

として７名、現在は６名です。議会推薦が５名、農協推薦が１名、農業共済組合の推薦はございま

せん。ですので、南部町の農業委員現在18名。南部川村の農業委員の定数、これ南部町とまるっき

り同じでございます。選挙委員が12名、議会推薦５名、農協推薦１名、共済からは推薦ございませ

ん。18名。両町村合わせて現在36名の農業委員がございます。 

 それから、次回、次期の予定任期としましては、南部町の農業委員さんにつきましては16年４月

１日、来年４月１日から予定では19年３月31日までですので、次回の農業委員の選挙につきまして

は、16年３月中に行われるものと推察されます。 

 南部川村につきましては、次期の任期としましては16年２月１日から平成19年１月31日まで、で

すので、次回の選挙は平成16年１月に行われることになろうかと思います。 

 以上が任期の状況でございます。 

 それから２番目として、下側に新町の農業委員会の選挙による委員の定数及び任期についてとい

うことで、新町に１つの農業委員会を置く場合、上側、原則としては１．新たに選挙する。定数は

条例で定める数。任期は３年。根拠法令、そこにあるとおりでございます。 

 それと別に、合併特例法による在任特例を使う場合ですけれども、これは任期につきましては合

併後１年を超えない範囲で協議で定める期間、在任特例を置くことができることになってございま

す。それの関係法令が右側にございます。 

 11ページでは、法律関係を抜粋したものを参考につけております。農業委員会等に関する法律と
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いうことで、第３条の第２項に、その区域が著しく大きい市町村、またはその区域内の農地面積が

著しく大きい市町村で政令で定めるものにあっては、市町村長は、当該市町村の区域を２以上に分

けてその区域に農業委員会を置くことができるという項目がございますけれども、下側の法律施行

令でいきますと、その区域の面積が２万 4,000ヘクタールを超える市町村、またはその区域内の農

地面積が 7,000ヘクタールを超える市町村、これは先ほどの政令で定めるものでございますけれど

も、これらの市町村については、２つの農業委員会を置くことができるとなってございます。 

 下の参考の表を見ていただきますと、南部町、南部川村合わせまして、区域面積が１万 2,026ヘ

クタール、農地面積が 2,223ヘクタールでございますので、法に基づきまして新町では１つの農業

委員会ということになります。２つは置くことはできないことになります。 

 それから、選挙の定数ですけれども12ページ。これも法律関係載せてございます。第７条にあり

ますように、農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について。選挙権を有する者が

選挙するものとし、その定数は政令で定める基準に従い10人から40人までの間で条例で定めるとな

ってございます。 

 その政令は、下につけております第２条の２でございますけれども、そこに表ございますよう

に、１としては区域内の農地面積が 1,300ヘクタール以下の農業委員会につきましては20人以下で

条例で定める。それから、３としまして、その区域内の農地面積が 5,000ヘクタールを超え、かつ

基準農業者数が 6,000を超える農業委員会は40人以下で条例で定めなさいよとなってございます。

それで、その間の２ですけれども、１の項及び３の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会、ここ

に新町の農業委員会は該当することになります。ですので、定数の基準は30人以下で定めることに

なります。 

 なお、13ページには合併特例法のことを抜粋をしてございます。 

 合併特例を使う場合は、第８条の２行目にあります、中ほどにありますように、80人を超えず10

人を下らない範囲で定めた数ということで、合併特例法を使う場合、選挙による委員の数、今回南

部川村12名、南部町12名で合わせて24名ですんで、この中に入るわけなんですけれども、これが大

きな合併となって80人を超すような場合であっても、80人から10人の間で定めなければならないこ

とになっております。それから、その８条の１で新たに設置された合併市町村にあっては、市町村

の合併後１年を超えない範囲で当該協議で定める期間、これ在任特例を置くことができることにな

ってございます。それから、下側は先進事例をつけてございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく協議のほどお願い申し上げます。 

 

○玉井議長 ただいま事務局から説明をいたしました協議第10号の農業委員会委員定数及び任期の 

取り扱いにつきまして、ご質問、ご意見がございましたらご発言をお願いいたしたいと思います。 

 ございませんか。ちょっとややこしいようでございますけれども。 

 Ｃ委員。 

 

○Ｃ委員 何回も初めに私で申しわけないです。 
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 選挙による農業委員さんの数というのは、これはこの議案にあります１つの農業委員会を置き、

選挙による委員の定数は合併までに調整するということで、両方の農業委員会の皆さんの意見も反

映してのことだと思うんですが、推薦されてくる委員さんというのが両方にそれぞれ今のところ６

人ですか。共済から来てないから。それは、やはり１つの農業委員会ができたときも６人というこ

とになるわけですね。 

 

○小谷事務局長 そのとおりでございます。 

 今ですと、12名の選挙委員、両町村にございまして、これが新しく選挙する場合30人以下で定め

ることになります。なお、議会推薦につきましては、南部川村５名、南部町５名、今ございますけ

れども、新町では５名以下で、農協から１名ずつあったのが１名。共済も１名ずつであったのが１

名ということで、７人７人の14名今枠もございますけれども、それは７名に、半分になるというこ

とでございます。 

 なお、この定数とか任期等については、今現在両町村の農業委員会の方で協議をしておる最中で

ございまして、農業委員会としての意見自体がまだまとまっていないような状況でございます。た

だ、農業委員会の現状を申し上げますと、30人以下で選挙委員、定数で決められるわけなんですけ

れども、実務的に20名を超えますと農業委員会自体で専門部会を置くことと法律で決められてござ

います。農地部会とか農政部会というのを置かなければならないことになっておりまして、農地法

関係については３条、４条、５条等については農地部会ですべては決まっていく。ですんで、30名

の定数でいっぱい。もし農業委員さんが選ばれることになったとしても、30人のうち15名の委員さ

んだけしか協議と言いますか、その委員会には会議に臨めない。あとの15名は農政部会、別の部会

の方ですんで、それでは非常に現状としてやりにくいなというのが両町村の今の農業委員会の現状

でございます。 

 参考に申し上げますと、県内で20人を超えておる農業委員、選挙委員が20名を超えておる農業委

員会は２町村２つだけでございます。あと48はすべて20人以下で、１つの農業委員会として全員が

同じテーブルについて審議をしておる状況でございます。それで、20名より多い人数で定数を定め

ることについては、両町村の農業委員会で非常に疑問視される声が上がってございます。 

 以上が両町村の農業委員会の現状でございます。 

 

○玉井議長 Ｂ委員。 

 

○Ｂ委員 今の説明では、委員の定数及び任期の取り扱いの調整はここではなくて、農業委員会の

中でやっていただいていると判断していいんでしょうか。 

 

○小谷事務局長 あくまでも協議して確認していただくのはこの場なんですけれども、両町村の農

業委員会からの意見というのが今のところまとまっておりませんので、法的な解釈の説明だけに事

務局として終わるわけなんで、ちょっと事務局からこんなこと言いにくいわけなんですけれども、
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できれば継続協議とさせていただいて、農業委員会の意見を次回にでも参考に皆様方にお知らせで

きればなと考えておるような状況でございます。 

 以上です。 

 

○玉井議長 という事務局のご意見ですけれども、ほかに。 

 Ｊ委員。 

 

○Ｊ委員 すみません。Ｊです。 

 今現在合わせれば、南部と南部川が36名ですね。その中で30名以下ということなんですけれど

も、例えばこれが30名切れるかもわからないということで、例えば地域性を考えると高城、例えば

清川、岩代という形の中で、もしその中で委員が選ばれないとすると、そこで何か事業があったと

きに、果たしてその実態をどこで把握するんかという問題が出てきますわね。 

 だから、そういったことを考える中で、今後はその委員の定数の取り扱いについては、十分考え

た上でしていかないと、もしその意見が通らないということで、そこへ果たしてその地域以外の方

がそのところへ行ったってその意味がなさない場合があるんで、そこらあたり十分今後協議する中

で検討していただきたい、このように思います。 

 

○玉井議長 Ｃ委員。 

 

○Ｃ委員 えらい念押しみたいなことばかり聞いて申しわけないんですけれども、例えば選挙で選

挙される農業委員さんを20名としますね。そしたら、それにプラス推薦が６名か７名乗ってきて、

合計は26名か７名になるということですね。 

 

○小谷事務局長 はい。 

 

○玉井議長 よろしい。 

 それではほかに。ほかにございませんか。ほかにご意見ございませんか。 

 Ｊ委員。 

 

○Ｊ委員 この問題は大変難しい問題なんで、こういったことについては、やはり専門委員会を設

置してというような形をとったらどうですか。そうでないと、わからない部分が大変あるんで、今

後の協議として専門委員会を設けるというような事務局ではございませんか。 

 

○小谷事務局長 はい。ちょっと今のところ専門委員会を置く案、ちょっと用意してなかったんで

すけれども、皆様方ここで協議していただいて、専門委員会をつくってそこで研究をしていただく

方法も１つかと考えます。 
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 何分、今の委員構成のメンバーの中に現職の農業委員さんがおられませんので、そこらあたりの

意見を聞くことも必要であるんかなということは考えてございます。 

 以上です。 

 

○玉井議長 ほかにご意見ございませんか。 

 農業委員会の方の意見も十分反映されているというよりも、十分つかめてないようでありますの

で、一応これは継続ということにしてはいかがなものでしょうか。 

 それでは、協議第10号の農業委員会委員の定数及び任期の取り扱いについては継続審議とするこ

とにご異議ございませんか。 

                   （異議なし） 

 

○玉井議長 異議なしと認めます。ありがとうございました。 

 協議第10号の農業委員会委員定数及び任期の取り扱いについては、継続審議といたします。 

 続きまして、協議第11号 地方税の取り扱いについてのご協議をお願いします。 

 事務局から説明を求めます。 

 

○小谷事務局長 恐れ入ります。資料の14ページでございます。 

 協議第11号 地方税の取り扱いについて。 

 地方税の取り扱いについて提出する。 

 平成14年12月11日提出、南部町・南部川村合併協議会会長山田五良。 

 地方税の取り扱いについて。 

 個人町（村）民税・法人町（村）民税・固定資産税・軽自動車税・町（村）たばこ税、鉱産税・

特別土地保有税については、町税として現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

 納期については、法定納期を基本とし、納税者の納付性を考慮し、各税目の納付月の重複を回避 

し、地域性を加味し、６月の農繁期等を考えてございます。地域性を加味し、統一納期を定める。 

 特別土地保有税については、地方税法第 595条に規定する都市計画区域を有する市町村により免

税点 5,000平米に統一する。 

 以上が案でございます。 

 15ページに現状を載せてございます。15ページの上側で個人町（村）民税ですけれども、税率、

均等割 2,000円、これは両町村変わりございません。所得割標準税率でこれも変わりございませ

ん。同じでございます。 

 納期に違いがございます。南部町の場合、第１期が８月、２期が９月、第３期が10月、第４期が1

1月ということで、８月、９月、10月、11月で徴収をすることになっております。これは、固定資産

税との集合徴収をしてございます。南部川村では納期、普通徴収の場合、第１期が８月、第２期が1

0月、第３期は翌年１月の３期に分けて徴収をしております。これを、備考欄にございますように、

個人町（村）民税の納期としては、納期については次のとおり統一するという案でございまして、
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１期については７月、２期が８月、３期が10月、４期翌年１月、この年４回４期制をとってはと考

えております。 

 なお、参考に法定納期を申し上げますと、６月、８月、10月、１月となってございます。６、

８、10、１でございますけれども、地域性を加味いたしまして、新町の場合は７月、８月、10月、

１月と最初の納期だけ１カ月ずらしてはという案で提案させていただいてございます。 

 特別徴収は変わりございません。両町村同じでございます。 

 法人町（村）民税、これは税率均等割、法人税率とも同じで違いはございません。 

 16ページに固定資産税を載せさせていただいております。 

 税率は、標準税率を使用してございまして両町村違いございません。納期に違いがございます。

南部町、８月、９月、10月、11月の年４期。南部川村、同じ４期ですけれども、７月、９月、11

月、翌年２月となってございます。それの調整案でございますけれども、納期については次のとお

り統一するということで、右側に第１期は７月、２期が９月、第３期が11月、第４期が２月と統一

する案で提案させていただいております。参考に、法定納期を申し上げますと、４月、７月、12

月、２月となってございます。ですけれども、今回の調整案では７月、９月、11月、２月というこ

とで提案をさせていただいております。 

 軽自動車税、税率については標準税率を使用しておりまして両町村違いございません。納期に若

干１日の違いございます。南部町４月15日から同月末まで、南部川村４月16日から同月30日までと

いうことで１日の違いですけれども、軽自動車税の納期につきましては納期を４月15日から同月末

日までに統一するという案で提案をさせて頂いております。法定納期は４月となっております。 

 それから、５番目の町（村）たばこ税、税率は変わりございません。両方同じですので現行どお

りしたいということです。 

 鉱産税につきましても、標準税率を使っておりまして違いございません。これも、現行どおりと

いうふうにしたいと思っております。 

 それから、17ページの特別土地保有税関係ですけれども税率は同じでございます。土地は 100分

の 1.4、これは取得価格の 1.4です。最初の１年目、取得した年度については 100分の３、取得価

格の 100分の３です。免税点ですけれども、南部町は 5,000平米、南部川村は１万平米となってご

ざいます。右側に地方税法第 595条を抜粋しておりますように、都市計画区域を有する市町村の区

域は 5,000平米未満を免税とする。その他の市町村の区域は１万平米未満を免税点とするというこ

とで、南部川村は都市計画区域がございませんので１万平米でしたけれども、南部町、南部川村が

合併をすると都市計画区域のある市町村に該当しますので、 5,000平米未満で統一をしたいと考え

ております。 

 これにつきましては、遊休土地取得者に対しての課税の分でございまして、今現在南部川村には

該当ございません。南部町は若干２件あるようでございます。この分ですけれども、10年たちます

と特別土地保有税がなくなって固定資産税の方に変わることになっております。ですので、10年間

取得価格に対して 1.4％ですけれども、それ以後は課税標準額に対して 1.4％に変わることになり

ます。 
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 続きまして18ページ、入湯税の部分でございますけれども、税率入湯客１人１日 150円で両町村

違いございません。課税免除、年齢12歳未満のもの、これも両町村同じでございます。共同浴場ま

たは一般公衆浴場に入湯するものは免除する。これも同じでございます。両町村違いございません

ので現行どおり引き継ぐということの案です。 

 19ページ、参考に都市計画税のことを載せさせていただいております。南部川村には該当ござい

ません。南部町ですけれども、備考にございますように、現在南部町では都市計画区域が設定され

ていますが、都市計画税は課税されていません。ですので、ここらも現行どおり引き継ぐという案

で提案をさせていただいてございます。 

 以上で、地方税の取り扱いの説明を終わらせていただきます。よろしくご協議のほどお願い申し

上げます。 

 

○玉井議長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から説明をいたしました協議第11号の地方税の取り扱いにつきまして、ご質問、

ご意見がございましたらご発言よろしくお願いをいたします。 

 ございませんか。 

 Ｃ委員。 

 

○Ｃ委員 町民税は、標準税率を使って 2,000円ということなんであれなんですが、固定資産税 

なんですけれども、これも標準税率で両町村同じなんですが、地価が一般的に非常に下がってます。 

それで山林はひどいものです。それから、標準税率をもうちょっと下げることができないか。 1.3

にするとか1.35にするというようなことは、ここでは協議することではないんですか。 

 

○山崎副会長 それは、交付税の関係も出てくるので、それをやったら交付税が当然減額になる

と、そういうことですから、評価の問題はこれは国との関連で出てますので、勝手に評価額を上げ

てるということではないので、非常に地価が下がれば当然そういう公定の価格は下がります。そう

いうところで調整しますので、標準税率を上げるということは、また特別議決でできないことはな

いんですが、下げるというのは当然のこととして、これは交付税を全然もらってないということだ

ったらできますけれども、そういう関連ありますから、基本的にはできないというふうに解釈して

いただけると。 

 

○玉井議長 よろしゅうございますな。 

 ほかに。ほかにご意見はございませんか。 

 それでは、協議第11号の地方税の取り扱いについては、原案のとおり承認することにご異議ござ

いませんか。 

                   （異議なし） 
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○玉井議長 ありがとうございます。 

 協議第11号の地方税の取り扱いについては、原案のとおり承認されました。 

 ここでしばらく休憩をいたします。 

 

                                   午後２時45分 休憩 

                                   午後２時56分 再開 

 

○玉井議長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 協議第12号の一般職員の身分の取り扱いについての件をご協議願います。 

 事務局から説明を求めます。 

 

○小谷事務局長 恐れ入ります。20ページ、引き続きまして協議第12号 一般職員の身分の取り扱

いですけれども、下の括弧の調整案を朗読いたします。 

 現に南部町、南部川村の一般職の職員である者は、すべて新町の職員として引き継ぐものとす

る。これは、もう法律で定められた項目でございます。 

 具体的な内容としましては、①として、職員数については、新町において定員適正化計画を策定

し、適正化に努めるものとする。②として、職名については、人事管理及び職員の処遇の適性化の

観点から合併時に調整し、統一を図る。③として、職階については、合併時に職名とともに級分類

を調整し統一を図る。④職員の給与については、適正化の観点から統一を図る。現職員について

は、現給を保障し、合併後速やかに給料の格差是正を行う。 

 これが、調整の案でございます。 

 参考に、21ページに職員の定数をつけてございます。南部町、南部川村、下の合計の数字を見て

いただきますと、南部町条例定数は 110名で実配置人員が現在91名、差し引き19名の減。南部川村 

につきましては、条例定数 101、実配置人員95、差し引き６名の減。合わせますと、条例定数で                                                                                               

211、現行 186名で25名の減となってございます。 

 22ページにつきましては、職名、職階をつけてございます。南部町が左側、右側が南部川村の職

名、職階でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご協議のほどお願い申し上げます。 

 

○玉井議長 ただいま事務局から説明がありました。 

 協議第12号の一般職員の身分の取り扱いにつきまして、ご意見、ご質問ございましたら発言して

ください。ございませんか。質問ございませんか。 

 それでは、特に質問もないようでございますので、協議第12号の一般職員の身分の取り扱いにつ

いては、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

                   （異議なし） 
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○玉井議長 異議なしと認めます。ありがとうございました。 

 協議第12号の一般職員の身分の取り扱いについては、原案のとおり承認されました。 

 続きまして、協議第13号の一部事務組合等の取り扱いについてご協議願います。 

 事務局から説明してください。 

 

○小谷事務局長 続きまして23ページでございます。 

 協議第13号 一部事務組合等の取り扱いについて。 

 調整方針ですけれども、２町村のみで構成する一部事務組合については、合併の前日をもって当

該組合を解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新町に引き継ぎ、管理、運営は現行どおりと

する。 

 参考ですけれども、これは南部町、南部川村の環境衛生事務組合が該当することになります。ご

み処理と火葬を行っております組合です。 

 続きまして、その下側、その他の一部事務組合については、２町村は合併の前日をもって当該組

合から脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入する。事務手続上の問題であろうかと思い

ます。 

 24ページには、法律関係、地方自治法等の抜粋をつけてございます。右側には先進の事例をつけ

てございます。全国的に同じ方法でございます。 

 25ページでは、協議会と共同設置機関についての関係法令を抜粋したものを資料としてつけてご

ざいます。 

 それから、26ページでは現在の状況でございまして、一部事務組合、ここにございますように田

辺周辺市町村圏組合、これは田辺周辺の10カ市町村で組合を構成しております。それから和歌山県

町村議会議員公務災害補償組合、全部で43団体、町村で組合をつくっております。和歌山県町村非

常勤職員公務災害補償組合、南部町、南部川村ほか92団体で、一部事務組合も入りまして各町村で

構成をしております。続いて、和歌山県市町村職員退職手当事務組合、南部町、南部川村ほか84団

体ですので、町村以外に一部事務組合の組合も含んで組合を構成しております。次に、日高郡10カ

町村及び御坊市老人福祉施設事務組合、これは御坊市、日高郡の10カ町村で組合をつくってござい

まして、南部川村滝にあります特養梅の里等の老人福祉施設の管理運営に関する事務を行っており

ます。それから、田辺周辺衛生施設組合、田辺市、南部町、南部川村、龍神村、４市町村でし尿処

理施設の設置管理を行ってございます。続いて、田辺市、南部町、南部川村道路組合、これは３市

町村で県道上富田南部線の道路改修に協力するための事務を取り扱っております。日高広域消防事

務組合、これは日高郡10カ町村で構成をしております。消防に関する事務を行っております。田辺

市ほか６カ町村青少年補導センター事務組合、これの構成は、田辺市、上富田町、南部町、中辺路

町、南部川村、大塔村、龍神村ということで、田辺警察署管内の市町村が入って組合をつくってお

ります。補導センターの設置・管理に関する事務を行っております。それから、公立紀南病院組

合、これは田辺市、白浜町、上富田町、日置川町、中辺路町、大塔村、南部町、南部川村、龍神村

の９市町村で構成をしております。それと別に協議会がございまして、日高地方市町村職員研修協
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議会、これは、日高町10カ町村と御坊市、それから管内の一部事務組合含んで協議会をつくってお

ります。それから、共同設置が２つございまして、日高郡公平委員会、これは日高郡内の町村と一

部事務組合が構成をして共同設置をしております。続いて、美浜町・日高町・由良町・川辺町・南

部町・印南町・中津村・美山村・龍神村・南部川村及び大成中学校組合指導主事共同設置といっ

て、学校指導主事を日高郡内の町村と大成中学校の一部事務組合で構成をしてございます。 

 これらについては、両町村の合併の前日をもって脱退をして、合併の日に新町で加入をするとい

う案でございます。 

 続きまして、27ページでは南部町・南部川村環境衛生事務組合の状況をつけてございます。土

地、建物、備品関係、それから地方債等の現在の状況を参考につけております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご協議のほどお願い申し上げます。 

 

○玉井議長 ただいま事務局から説明がございました。 

 協議第13号の一部事務組合等の取り扱いにつきまして、ご質問、ご意見ございませんか。ご質

問、ご意見ございませんか。 

 特に、ほかにご意見がないようですので、協議第13号の一部事務組合等の取り扱いについては、

原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

                   （異議なし） 

 

○玉井議長 異議なしと認めます。ありがとうございます。 

 協議第13号の一部事務組合等の取り扱いにつきましては、原案のとおり承認されました。 

 続きまして、協議第14号の介護保険事業の取り扱いについてのご協議をお願いいたします。 

 事務局の説明をお願いします。 

 

○小谷事務局長 資料の28ページ、協議第14号 介護保険事業の取り扱いについてということで、

下側の調整の方針ですけれども、①被保険者の資格管理等にかかわる事務については、２町村に相

違がないため現行のとおりとし、新町に引き継ぐ。 

 ②要介護認定・要支援認定にかかわる事務。Ⅰとして認定調査については、職員が行うケースと

委託との併用とし、委託料は１件につき在宅者 3,000円、施設入所者は 2,500円とする。施設入所

者につきましては、そこの施設長に委託を現在してございます。今後もその方針でいきたいという

ことです。これは、その施設の中におる方の調査ですので 2,500円。在宅者につきましては、今、

両町村社会福祉協議会に委託をしておりますけれども、ホームヘルパーさんが各家庭を訪問をする

必要があって、時間的、距離的なもの等ございまして、１件当たり 3,000円としたいという案でご

ざいます。県下的には、金額的にほとんど似通ってございます。 

 それからⅡとして、認定審査会については、新町において２合議体とし、委員報酬については合

併までに調整し、新町において定めるという案でございます。現在、南部町は５名の委員さんで審 

査会をつくっております。南部川村につきましても、５名も委員で審査会をつくってございまして、 



お互い月２回ずつやってございます。新町になりますと、月４回というのはお医者さんの日程、な

かなか日にちがとりにくい関係がございまして、２合議体として残しておきたいという案でござい

ます。 

 それから、③保険料の徴収にかかわる事務ということで、Ⅰ．第１号被保険者の保険料について

は、合併時に再算定し新保険料を設定する。なお、所得段階については、６段階方式とする。 

 Ⅱとして、第１号被保険者の普通徴収納期については、国民健康保険税の納期と調整をするとい

う案で提案させていただいております。 

 29ページには、両町村の現状を載せてございます。右側には調整案を載せてございます。上の資

格管理にかかわる事務については変わりございませんので、現行どおりにしたいということ。それ

から、要介護認定、要支援認定にかかわる事務、これの中で調整の委託料については、在宅 3,000

円、施設 2,500円とするという案でお願いをしてございます。 

 それから、介護認定審査会の状況、そこにあるとおりでございます。 

 続きまして、30ページでは保険料の徴収にかかわる事務ということで、第１号被保険者の料率の

決定については、合併時に再算定をして新保険料を設定をしたという案でございます。 

 それから、下側の表ですけれども、所得段階の定額保険料ですけれども、南部町は６段階方式を

とっております。南部川村は５段階方式でございまして、新町の調整案としては６段階方式をとり

たいという案でございます。所得の低い方は、標準割合徴収金額も低く、所得の高い方は若干高く

といいますか、高い方に負担をいただいて、低い方を低くしたいという案に調整をするものでござ

います。 

 31ページでは、現在の納期、南部町４月、６月、８月、10月、12月、２月の年６回に分けて徴収

をしております。南部川村は６月、８月、10月、12月、２月の年５回の納期にしてございます。そ

れで、この偶数月になっておるというのは、各国民年金と年金が偶数月に皆さん支給をされまし

て、年金受給者はそこから天引をされてまいります。ですので、障害者年金等年金から天引されな

い方につきましては普通徴収になってございますので、年金の時期に合わせて徴収をさせていただ

いておりました。ですけれども、これにつきましては今後国民健康保険税の納期とも調整をして進

めていきたいという案でございます。 

 なお、国民健康保険税につきましては、また後日の協議会でお諮りいただくことになってござい

ますので、それらと合わせて調整をしていきたいという案でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご協議のほどお願い申し上げます。 

 

○玉井議長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から説明のございました協議第14号の介護保険事業の取り扱いにつきまして、ご

質問、ご意見ございませんか。 

 Ｃ委員。 

 

○Ｃ委員 すみません。 
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 １つは、この南部町がやっておった 2,500円、どっちも 2,500円。南部川がやっておった 3,000

円と 2,500円、距離の話があるんですけれども、これは南部町がやっておったように調整はできな

いもんかどうか。それから、２合議体としてそこで協議をしていくというんですか。これは、所得

段階別の保険料のあれですけれども、その２合議体としてというの、ちょっとかみ砕いて話してく

ださい。説明してください。 

 

○玉井議長 事務局。 

 

○小谷事務局長 まず、最初に認定調査の委託料の件でございますけれども、両町村、現在お互い

に社会福祉協議会の方に委託をして行ってございまして、委託料としてお支払いをする金額でござ

います。距離的なもの、近くの場合といいますか、南部町 2,500円とされておりました。南部川村 

については、非常に距離的に遠い関係もございまして時間が非常にかかるということで、上南部                                                                                               

から清川へホームヘルパーさんが訪問をして、家庭で調査をして帰ってくる時間等もありまして                                                                                               

3，000円となってございました。ですけれども、両町村合併をいたしましても、この距離的なも                                                                                               

のについては縮まりませんので、新町でも 3,000円という設定を考えてございます。施設につきま

しては、そこの施設に入っておられる方を対象に施設長に委託をします関係で、これは従来どおり

2,500円でいきたいという考えのもとに提案をさせていただいております。 

 それと、２合議体ですけれども、介護認定審査会、今、月に２回行ってございます。お医者さん

から始まりまして保健師さん、社会福祉士の方等５名おるわけなんですけれども、それで非常に時

間的にかかる関係ございまして、今現在月２回ずつやっておりますけれども、これ１つの合議体で

やることになりますと、毎週１回開かんなん必要になってまいります。それで、お医者さんとの調

整がなかなかうまくはかどらないのではということで、５人で両町村やるんじゃなしに、今まであ

った５人ずつ10人で半分ずつといいますか、分けてやっていただくという意味で２つの合議体とし

て分けておくという案でございます。 

 以上です。 

 

○玉井議長 ほかに。 

 Ｈ委員。 

 

○Ｈ委員 介護保険料のことですが、合併のうたい文句というんですか、宣伝文句はサービスは高

く、負担は軽くという、一般住民もそう思ってあると思うんです。 

 介護保険料について、今現在のところ南部川は 2,600円、南部町は 2,900円ということでありま

すが、合併時において極端に高くなった、合併したけど物すごく高くなったわというようなことの

ないようにそれまでに調整するか、今高いところは若干下げると。それで、低いところは若干上げ

ると、そこらあたりの調整をお考えになっておるんか、そのあたりちょっとお伺いしたいんです

が。 
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○玉井議長 事務局。 

 

○小谷事務局長 今現在、12年度から14年度までの数字では、南部町 2,900円、南部川村 2,600円

と 300円の開きがございます。それで、この間から新聞紙上でも載っておったとおりですけれど

も、15年度から17年度にかけての保険料、算定をしております。南部町は 3,218円、南部川村 2,99

0円。従来も、この端数あったわけなんですけれども、両町村 100円単位になってございまして、で

すんで南部町 3,218円はちょっとまだ確定してないんですけれども恐らく 3,200円となった場合、

南部川村 2,990円ですので 3,000円としたら 200円の差ということで、縮まってくるかと思いま

す。特段、現在のところ担当課の方でも大きな開きはないものと予測をしております。 

 以上です。 

 

○玉井議長 よろしい。Ｈ委員。 

 

○Ｈ委員 合併して、これ一定期間、基金か何かで繰り入れるというような方法はできないんか

な。 

 

○小谷事務局長 税金については、大きな違いのある場合、段階的にやるとございます。そこらに

ついては、特別交付税措置があるわけなんですけれども、介護保険につきましては国民健康保険も

同じかと思うんですけれども、目的税という形ですんで、段階的にやることは可能ですけれども、

それに対しての財政措置はちょっと現在までの調査ではちょっと見つかっておりませんので、今後

検討をしてまいりますけれども、やることは可能であるかと思います。 

 

○玉井議長 Ｃ委員。 

 

○Ｃ委員 すみません。 3,200円と 3,000円ですか。 2,990円を10円上げたら 3,000円。これはす

り合わせをするわけでしょう、新しい町になったら。幾らにすり合わせる予定か、その案はお持ち

じゃないんですか。 

 

○小谷事務局長 現在のところ、ちょっとまだ再算定、担当課でもしておりませんので、確たるも

のとしては数字としては上がってきてございませんけれども、合併時に必要額をはじきだして人数

で割ってという再算定をし直していくという案でございまして、 3,200円と 3,000円だから合わせ

て 3,100円になるかということにはならないと思います。人数、対象者もほとんど変わりございま

せんし、まずそうなるかと思いますけれども、計算ちょっとしておりません。 

 

○玉井議長 ほかにご意見はございませんか。よろしゅうございますか。 
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 特にご意見もないようでございますので、協議第14号の介護保険事業の取り扱いについては、原

案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

                   （異議なし） 

 

○玉井議長 異議なしと認めます。ありがとうございます。 

 協議第14号の介護保険事業の取り扱いについては、原案のとおり承認されました。 

 続きまして、協議第15号の消防団の取り扱いについてのご協議をお願いいたします。 

 事務局の説明を願います。 

 

○小谷事務局長 32ページをお願いします。 

 協議第15号 消防団の取り扱いについて。 

 調整方針ですけれども、消防団については合併時に統合する。 

 ①として、南部町、南部川村の消防団の団員であるものについては、新町に引き継ぐものとす

る。 

 ②組織、階級、定員、訓練、出動体制、被服等の貸与、福利厚生については、合併までに調整し

新町に引き継ぐものとする。 

 ③任用、報酬及び出動手当については、合併までに調整し新町で定めるものとする。 

 以上が調整案でございまして、33ページに現在の両町村の状況を参考につけております。 

 違いとしましては、組織のところで南部町は本部がありまして、下に第４まで４分団ございま

す。南部川村は本部１つと分団が３つ、地区割はそこにあるとおりでございます。階級は同じでし

て、定員につきましては南部町は 125名、南部川村 175名ですので合わせますと 300名ということ

になります。 

 主な行事、活動、訓練等については、ほとんど同じです。 

 出動体制、ここに若干の違いございます。招集方法は防災無線でやる。ここらは同じですけれど

も、南部町は全分団出動してございます。地域的なものもございまして、住宅の密集地等の関係で

全分団出動。南部川村の場合は、第１次出動として管轄分団が出動するようになっております。そ

れで、第２次出動で団長の指示によりまして全分団出動する可能性があるということで、その違い

でございます。 

 あと、貸与品、福利厚生については、そこの表のとおりでございます。 

 参考に、34ページには両町村の報酬等の表、参考として添付をしてございます。 

 34ページの下は、先進事例ということで、全国的には合併時に統合されてございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご協議のほどお願い申し上げます。 

 

○玉井議長 ただいま説明のございました協議第15号の消防団の取り扱いにつきまして、ご質問、

ご意見ございませんか。 

 Ｋ委員。 
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○Ｋ委員 消防団ではないんですけど、南部川に婦人防火クラブというのがあるんですけれども、

あれの取り扱いについてはどうでしょうか。 

 

○小谷事務局長 今、両町村任意団体として婦人防火クラブございます。これにつきましては、現

行どおり新町に引き継ぐことになろうかと思います。 

 消防団につきましては、法で定められたものでございまして、新町に引き継ぐ案でございますけ

れども、婦人防火クラブもそれとあわせて新町に引き継ぐ予定でございます。 

 

○玉井議長 よろしゅうございますか。 

 ほかにございませんか。 

 特に、ほかにご意見もないようでございますので、協議第15号の消防団の取り扱いにつきまして

は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

                   （異議なし） 

 

○玉井議長 ありがとうございます。 

 協議第15号の消防団の取り扱いにつきましては、原案のとおり承認されました。 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、前回提案された７件の協定項目についての協議が確認されました。 

 それでは、引き続きまして今回提案される協議事項に移りたいと思います。 

 協議第16号の総務企画関係事業の取り扱いについてから、協議第18号の住民福祉関係事業の取り

扱いについてまで一括して事務局から説明させていただきます。 

 ご質問につきましては、一括して説明後にお願いをいたします。 

 事務局お願いします。 

 

○小谷事務局長 それでは、本日お渡しいたしました資料の４ページからでございます。 

 以下、18号までですけれども、以下に説明をいたします協議事項につきましては、これまで協議

をいただいてまいりました合併に関する重要項目とは違いまして、役場が現在行っている事務事業

の細部にわたるものでございます。多くの事務事業がございまして、極めて実務的な内容であるこ

とから、事業内容の細部協議までは協議会の場になじむものではないと考えております。 

 このことから、協議会に提案します事業関係項目の内容は、両町村の間で異なっている項目、そ

れと住民生活に関連する重要項目、住民の方が関心を持たれているであろう項目などで、調整方針

案は合併までに一元化するとか新町において調整する等、具体的な数値による調整とはなってござ

いません。 

 そこで、提案資料は両町村の現況資料であるとともに、調整方針案は事務事業を調整していく上

での大まかな方向であるとのご理解を最初にお願いをしたいと思います。 
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 それでは、４ページの総務企画関係事業の取り扱いについてですけれども、総務企画関係事業の

取り扱いについて提出する。 

 平成15年１月23日提出、南部川村合併協議会会長山田五良。 

 総務企画関係事業の取り扱いについて。 

 総務企画関係事業については、事務事業の一元化を図るため、別紙のとおり調整をするというこ

とで、５ページ以下、説明を申し上げます。 

 各種事務事業の取り扱いでございまして、住民活動支援補助金については、地域活性化、ふるさ

とづくりの観点から存続をする。補助対象者、補助対象事業、補助金額、補助率、補助基準等につ

いては、合併までに調整して一元化をするという調整案でございます。 

 現在、南部町ではコミュニティ助成事業というのがございます。南部川村では、ふるさとづくり

推進事業補助金というのがございます。補助率はお互い３分の２で、限度額に若干の違いがござい

ます。これらについては、地域の活性化とかふるさとづくりの観点から存続をするということの案

でございます。 

 続きまして、６ページでは右端に具体的な調整内容を書いておりますように、新町の行政機構及

び職員配置につきましては、次の方針に基づき整備をするということで、①として行政課題に迅速

かつ的確に対応できる組織・機構とする。②として、住民が利用しやすく住民の声を適正に反映す

ることができる組織・機構とする。③としては、指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確

な組織・機構とする。④として、簡素で効率的な組織・機構とする。この方針に基づいて、新町の

行政機構、職員配置を整備をしたいと考えてございます。この表につきましては、現在の各課の職

員数の状況を参考に添付しております。 

 続きまして、７ページでは選挙関係でございまして、右側の具体的な調整内容ですけれども、選

挙管理事務については、合併後新町において一元化する。事務局に書記長１名、書記次長１名、書

記１名を置く。兼任で置くということ。投票事務従事者、開票事務従事者は、新町の職員で行う。

投票所数、これは南部町12と南部川11投票所がございます。それから、ポスター掲示場、南部町が7

1カ所、南部川村70カ所ございますけれども、これらは現状どおりとして、投票区域の調整について

は住民の便宜を考慮して新町において調整する。開票所は、スペースの広い新たな施設を選定する

ということで、投票所、ポスター掲示場、ここらは同じとしたいと思っております。 

 なお、投票の場所についてですけれども、今現在、地域的で隣接してあるところ、例えば熊岡と

南道の中島ですか。中島の方が東吉田の会場に投票に行っておる。それが、熊岡の会場が近くにあ

るので、そこらの方が便利がいいんかとか、徳蔵と新庄の問題、そこらあたりにつきましては、今

後考慮して新町において調整をしたいと考えてございます。そういう案でございます。 

 それから、８ページでは公有地の占用許可の件でございます。 

 具体的な調整内容としては、公有地の占用許可物件については、現行のとおり新町に引き継ぐも

のとする。今、許可してあるものはすべて新町で許可をするということです。ただし、占用料につ

いては、合併後すべての物件について適正な対価を徴収するものとする。占用料の算定式は、南部

町の南部町行政財産使用料徴収条例別表を採用するということで、現在、南部町、南部川村の関西
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電力と西日本電信電話株式会社の分、参考に資料としてつけてございます。これらは、すべて新町

に引き継いで、占用料については適正な対価を徴収をする案でございます。 

 ９ページでは、防災行政無線。 

 調整案ですけれども、防災行政無線については、合併までに調整し合併時に一元化をする。周波

数の関係で一元化をする必要があろうかと思います。消防団の参集システムについても、新町全域

をカバーできるように調整をする。南部町において、全戸配布している戸別受信機の南部川村地域

での整備については、その目的と費用対効果を勘案し新町において検討をする。放送の内容につい

ては、両町村で異なることから、合併までに地域の特性を考慮した運用も勘案し、放送基準の統一

を図るということで、南部町、南部川村の違い、そこに載ってありますとおりでございます。放送

時刻の欄ですけれども、南部川村の欄にございますように、農協からの放送、南部川村の場合入っ

てございます。ここら合併をしたら南部町をどうするのかということ。それから、役場からの定時

放送、南部川村ではお悔やみの連絡もしてございます。ここらにつきましては、合併までに地域の

特性を考慮した運用も勘案して放送基準の統一を図るということで、今後統一を図っていきたいと

いう案でございます。 

 以上が総務部門でございます。 

 続きまして、10ページで保健衛生関係事業の取り扱いについて。 

 保健衛生関係事業の取り扱いについて提出する。 

 平成15年１月23日提出、南部川村合併協議会会長山田五良。 

 保健衛生関係事業の取り扱いについて。 

 保健衛生関係事業については、事務事業の一元化を図るため、別紙のとおり調整するということ

で、11ページから細かく載せてございます。左端にありますように、基本健康診査事業の個別部門

といいまして、医療機関委託でございます。これの調整内容としては、医療機関実施での基本健康

診査の受診者は、既に医療にかかっている受診者が多く見受けられ、疾病の早期発見という本来の

意味を持たない。また、１人当たりにかかる単価も高いことから、基本健康診査は集団健診とし

て、個別健診については廃止の方向とする案でございます。 

 その下に、集団健診のことがございます。基本健康診査事業の集団の部分。具体的な内容としま

しては、両町村とも健診の方法、体制は大筋で同様であることから、合併時に一元化をする。検査

を委託する業者については、新町において調整をする。合併後の健診会場については、現在実施し

ている場所を基本に新町において調整をするという案でございます。ですので、医療機関委託じゃ

なしに、集団の方で進めていきたいという案でございます。 

 一番下、胃がん検診についてですけれども、これも合併時に一元化し、総合健診として実施をす

る。対象年齢は40歳以上に統一をするという案でございます。 

 12ページでは、大腸がん検診を載せてございます。調整案としては、合併時に一元化し、総合健

診として実施をする。対象年齢は検診の有効性を勘案し、40歳から69歳に統一をするという案で

す。 

 続いて、子宮頸がん検診及び乳房検診でございます。これにつきましても、合併時に一元化をす
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る。検診の方法については、新町において調整をする。１カ所でやる方法とバスでの巡回健診につ

いてですけれども、これらについては新町で調整をしていく。基本的には一元化をするということ

です。 

 骨粗しょう症検診ですけれども、これも合併時に一元化をする。検診の方法については、新町に

おいて調整をする。現在、違いとしては南部町はエックス線方式、南部川村は超音波方式というこ

とで、エックス線方式につきましては１カ所でしかできません。部屋自体そうなっております。超

音波方式ですと、持ち回ることができますので移動可能かと思います。それらについて、新町にお

いて調整をするという案です。 

 産婦検診、これは調整案としては病気の発見というより、健康相談や育児相談が現在主となって

ございます。そのため、検診としては合併時に廃止をし、健康相談や育児相談として対応をしてい

くという案でございます。 

 13ページの機能訓練事業、通称リハビリと言われている部分なんですけれども、調整内容として

は介護保険事業の一環として合併時に一元化をする。介護保険対象者以外の機能訓練については、

新町において調整をする。介護保険対象者以外、若年の方ですとか、軽度の方、これらについては

新町で調整をしていただいて、基本的には介護保険事業の一環として合併時に一元化をする方向で

ございます。 

 う歯予防教室につきましては、歯の衛生教育イベントとして南部川村の方法で実施をすることと

し、合併時に統一をする。対象者につきましては、南部町は二、三歳児とその保護者及び保育所幼

稚園児。南部川村は、保育園年長児対象ということで、就学前児童を対象としてやる。それから、

南部川村にあります口腔衛生教育をして、それから保育士による劇も一緒にやって、歯の衛生教育

のイベントとして実施をしていく方向でございます。 

 続いて、乳幼児とのふれあい体験学習。南部町になくて、南部川独自でやっておるわけなんです

けれども、思春期体験学習と呼ばれている部分、調整案では、南部川村の例により、新町において

教育部門と連携を図り調整をする。中学３年生を対象としております関係で、教育部門と連携を図

りながら調整をしてまいりたいという感じでございます。 

 14ページでは、診療所の件でございまして、南部町にはございません。南部川村に高城診療所ご

ざいます。調整案としては、現行どおり合併後も存続する。施設、設備の整備は新町において調整

をするということで、建物は村が建って運営は医師に委託をしておる状況でございます。そこにご

ざいますように、医師は個人医に委託で、看護婦、事務員は委託医師が雇用をしておる。委託料と

しては、年間30万円お支払いしている状況で、現行どおり存続をしたいという案でございます。 

 続きまして、15ページで協議第18号 住民福祉関係事業の取り扱いについて。 

 住民福祉関係事業の取り扱いについて提出する。 

 平成15年１月23日提出、南部町・南部川村合併協議会会長山田五良。 

 住民福祉関係事業の取り扱いについて。 

 住民福祉関係事業については、事務事業の一元化を図るため、別紙のとおり調整する。 

 16ページ、保育所の件でございます。上側に調整の方針案載ってございますように、保育時間に
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ついては、送迎の時間と合わせて調整する。また、土曜日の保育は地域の特性を勘案し新町におい

て調整する。南部町では、土曜日も平日と同じ５時半まで保育をできる体制になってございます。

南部川村の３園は、土曜日は昼12時で終わりとなっております。これらについては、新町において

調整をする必要があろうかと思います。 

 続いて、南部川村で実施している保育所送迎バス運営への助成は現状どおりとする。乳幼児保育

については、南部町の例によるということで、乳幼児保育は南部町の例によって実施をする方向で

調整をしていくということ。これらにつきましては、施設の整備を必要とする部分等もございまし

て、総合的に検討をしていくことになろうかと思います。 

 調整案は以上のとおりです。 

 17ページでは保育料の件でございまして、調整案は、新町における保育料については、国の徴収

基準の90％を目安に保育料を調整する。ひかり保育所については現行どおりとするということで、

両町村さほど大きな違いはございません。お互い国の基準の90％を目安にやってございます。それ

で、南部町の４歳以上児、南部川３歳以上児の階層の上の方で若干の違い、数字の違い、金額の違

いがございますけれども、右端に国の基準ございまして、第４階層から７階層まで３歳以上児、保

育単価を限度２万 7,000円、４万 1,500円、５万 8,000円、７万 7,000円とありますけれども、こ

の国の基準でいきますと、定数の違いによって異なってまいります。南部町の保育所は定数60名、

南部川村の上南部保育所でいきますと、定数が 150名ということで、定数の多い保育所ほど単価が

安くなっております関係で、南部川村の方が安い表になっております。これらについては、国の基

準の90％を目安に調整をするという案でございます。ひかり保育所、月額 6,000円は現行どおりと

したいという案です。 

 18ページでは制度上の違いで、大勢のお子さんが保育所へ行った場合ですけれども、１子目は全

額で第２子が半額、第３子以降は10分の１、これらは両町村違いございません。それから次、母子

世帯とか在宅障害児（者）のいる世帯等ですけれども、南部町は第３階層で当該階層の徴収金の額 

から 900円を減じた額と定めております。南部川村は３歳未満児１万 6，000円、３歳以上児１万                                                                                               

4，000円と定めております。これは、基準額と比較して 1，000円減じた額となっております。こ                                                                                               

こらも調整をするということでございます。 

 それから19ページについて、配食サービス事業についてですけれども、右側に調整内容あります

ように、対象者は両町村おおむね同じでございまして、現状どおりとする。実施回数は南部川村の

例として、毎日実施を目指す。委託料については新町において調整をするということで、委託料の

欄ですけれども南部町 700円、南部川村 300円となっておりますけれども、これ若干表記がおかし 

くなっておりますけれども、南部川村の 300円は村が出す分 300円、その下に個人からいただく                                                                                               

500円、合わせて１食 800円となっております。南部町は 700円で個人から 300円、町で 400円                                                                                               

出して 700円としております。ここらの委託料につきましては、新町において調整をするという案

です。 

 続いて、家族介護慰労金支給事業ということで、調整案としましては、介護保険制度の活用を推

進し、廃止も含めて合併までに調整をするということで、両町村違いあるわけなんですけれども、
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国の補助制度に基づいて行っていこうという案でございます。 

 続きまして、老人憩いの家の管理運営、これはそれぞれ現在の施設で、現行のとおり新町民が相

互に利用できるようにする。お互いどちらも両方行けるようにするということで、管理については

現行のとおり社会福祉協議会に委託をするという案でございます。 

 高齢者の集会所、南部町に１カ所、南部川村に２カ所ございますけれども、現行どおりこれまで

の利用形態を基本としていくという案です。 

 20ページでは、家族介護用品の支給事業でございます。調整内容を申し上げますと、家庭介護用

品支給事業は、国の「介護予防・生活支援事業実施要綱」により実施をする。実施方法は現物給付

のみか、現物給付及びクーポン券方式（月単位の定額）か、委託先と委託料を含め合併までに検討 

調整をする。紙おむつ支給事業は、国の補助事業を優先した上で、「和歌山県在宅高齢者支援事                                                                                               

業」の紙おむつ事業により実施をする。これらについては、合併までに委託先と調整をするという

案でございます。 

 そこで、南部町では家庭介護用品支給事業で市町村民税非課税世帯にとか、その下、紙おむつで

は所得税非課税世帯という表現をしておりますけれども、これはあくまでも国の事業を対象とした

場合でございまして、現実は南部川村と同じでございまして全員対象としてございます。町単独の

分が上乗せをしておりますので、対象者としては全員でございます。 

 なお、南部川村の場合、紙おむつにつきましては社会福祉協議会で半額補助をしておるのが現状

でございます。 

 それから下側、敬老祝い金。敬老祝い金については、新町において調整をする。支給金額はほと

んど変わりないわけなんですけれども、対象年齢が違いございますので、新町において調整をする

という案でございます。 

 続きまして、21ページで敬老行事。南部町では、「元気！ふれあい長寿のつどい    敬老福祉大 

会」、南部川村では「老人慰安一泊招待」という事業ですけれども、調整内容としては開催方法は

南部町の例による。現行では対象者が75歳以上であるが、参加者の増加により開催場所の問題があ

る。２回から３回に分けての実施や、対象年齢の引き上げ、欠席者への祝い品配布など具体的内容

は新町において調整をする。基本的には南部町の例によるという案でございます。 

 続いて、生きがい活動支援通所事業、老人ミニデイサービス事業と言われておる分なんですけれ

ども、調整内容としては、距離的な問題から送迎のこともあり、当面の間は現在の利用形態で実施

をしていく。南部川村には単独補助があり、新町において国庫補助のみで運営できるように調整を

していくという調整案でございます。 

 それから、22ページでは障害児（者）の福祉手当でございます。両町村、この制度を設けておる

わけなんですけれども、調整内容としては国の施策に上乗せした町村単独の制度であり、支給金額

や支給対象者、所得制限の有無など、調整方針によっては新町の大幅な負担増となることから、合

併までに十分検討調整し制度を一元化をするという案でございます。 

 大きな違いとしましては、南部川村では対象者の欄の下に書いておりますように、公的年金を受

給していない者という限定をしてございます。金額につきましては、南部川村は月額 4,000円、南
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部町は18歳未満とか20歳未満の方については月額 5,000円、それ以上の方は月額 3,000円というの

が現状でございます。公的年金をもらっている方には支給をしないというのが南部川村で、南部町

は全員、所得制限もなしというのが現状でございます。 

 23ページでは、重度心身障害者と医療費の助成。これにつきましては、調整案、右端にあります

ように、重度心身障害者医療費助成事業については、南部町の例とする。ただし、入院時の食事負

担は対象外とする。南部町の例というのは、②のところにあります括弧の中、入院外の医療費も対

象とする。南部川村は、入院にかかる医療費だけですけれども入院外。それと③の療育手帳、南部

川村はＡの交付だけですけれども、ＡまたはＢ、とにかく療育手帳を持っておる者は全員という考

えです。それから、所得制限を設ける。医療費については、入院時の食事負担は含まないという案

でございます。 

 以下、医療費関係につきましては、同じ調整方針案ですけれども、国や県の制度に合わすことを

基本としてございます。所得制限を設ける、食事負担等は含まないという案でございます。 

 乳幼児医療費の助成につきましては、右端にありますように、南部川村の例とする。ただし、入

院時の食事負担は対象外とするということでございます。 

 老人医療費の助成。これは、老人医療費については、南部町の例とするということで、町内に住

所を有する67歳以上の者で、所得制限があり現物給付という方針でございます。 

 ひとり親家庭医療費の助成につきましてですけれども、ひとり親家庭医療費助成事業について

は、南部町の例とする。ただし、入院時の食事負担は対象外とする。いずれも上と同じ方針でござ

います。 

 24ページに移りまして、精神障害者医療通院治療費の助成ですけれども、調整方針案は、精神障

害者医療費助成事業については、南部町の例により一元化をする。南部町にあります重度心身障害

者等医療費助成事業とあわせて実施をするということで、これらは両町村違いはございません。 

 特別医療費助成ですけれども、南部町にございます災害等による生活困窮者を対象とした医療費

助成ですけれども、これについては南部川村実施をしておりませんけれども、新町では南部町の例

による。ただし、入院時の食事負担は対象外とするよということで、南部町の方式を採用したいと

いう案です。 

 続いて、妊産婦医療、これは南部町にあって南部川村にはございません。妊娠の届け出でから妊

娠でなくなる日までの医療費の助成です。それと、下側、赤ちゃん誕生祝金、南部川村のみでござ

いまして、これらの２つの制度については右の調整方針案のとおり妊産婦医療費助成事業及び赤ち

ゃん誕生祝金事業については、合併時に廃止をするという案でございます。 

 以上が調整方針案でございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○玉井議長 ご苦労さんでございました。 

 今、事務局の方から協議第16号の総務企画関係事業の取り扱い、17号の保健衛生事業の取り扱

い、それから18号の住民福祉関係事業の取り扱い、一括して説明を願ったわけでありますが、これ
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は今回提案されたこの項目につきましては、今まで協議していただいた重要項目とは違いまして、

現在役場が行っている事務事業の細部にわたるものでありまして、生活に密着した内容でございま

す。 

 ですから、住民の方の関心も高いと思いますが、当協議会においては南部町と南部川村の合併に

向けて事務当局部門が調整していく方向づけとして協議を確認をしていただきたいと、こう思って

おります。よろしくお願いします。 

 協議事項については、提案があった次回の協議会で協議確認の手順となっております。ただいま

の説明についてご意見、ご質問ございましたらお出しください。ございませんか。 

 Ｊ委員。 

 

○Ｊ委員 これは、提案なんですけれども、現在保育所で３歳児、４歳児ということなんですけれ

ども、今のところこの南部、南部川にゼロ歳児の施設がないんですよね。今後、こういうことも考

えられるような余地があるんか、そこらあたり会長さん、いかがでしょう。 

 

○山田会長 今、この原案には出しておりませんですけれども、今後の問題についてやはりそれも

検討、協議をしていくべきことだと思います。 

 今、これには載せていませんですけれどもね。そういうご意見が出てまいりまして、新町建設計

画というのが成り立っていくと思いますので、ご意見として承っております。 

 

○玉井議長 ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

 それでは、協議事項につきましては委員の皆さん方でそれぞれご検討いただきまして、次回の協

議会で協議をお願いいたしたいと、こう思っております。 

 以上をもちまして、協議事項の提案及び審議を終わりたいと思います。 

 続きまして、③の確認事項について事務当局から説明をお願いします。 

 

○小谷事務局長 恐れ入ります。25ページですけれども、南部町・南部川村合併協議会での委員管

内視察研修について提案をさせていただきたいと思います。 

 日程につきましては、15年２月１日土曜日ということですけれども、これは両町村の本日お越し

の委員さん方で一度管内、南部町、南部川村の両管内の状況把握ということも含めまして、公共施

設等を主に視察をしてみたいなということで考えてございます。 

 朝９時に南部町役場を出発をいたしまして、岩代の農地造成からずっと始まって、町内主立った

施設を回って、それから南部川へ入って共和球場から梅振興館を振り出しに各施設ずっと回って、

清川では切目辻のトンネル、龍神との境界まで行って戻ってきて、それからまた名の内に入って、

虎ヶ峰へとも思ったんですけれども、現在ちょっと災害で通行どめとなっております関係で、桃の 

川の入り口、名の内のところで帰ってきて、両町村管内を回ってみたいなという案でございます。 

 それと、26ページでは、これも提案でございますけれども、南部町・南部川村合併まちづくりフ
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ォーラム、以前第１回目の会議で事業計画で出ささせていただいておりますまちづくりフォーラム

ですけれども、これにつきましては２月11日に行いたいという提案でございます。 

 内容ですけれども、午前の部では「鳥の目で見よう」ということで、「空から描く南部郷の未来

イメージ」ということで、これは協議会ができまして11月14日ですか。この場所で講師先生にお話

いただいた中で、鳥の目、虫の目という話が出ておりましたので、それを参考とさせていただい

て、ヘリコプターで両町村を見て回る方法を考えてございます。約10分間のフライトで、１回に５

名ずつということで、時間的な関係もございまして50名に限定をしたいなというふうに考えてござ

います。中学生以上の方を対象としたいと思っております。50名を対象に、「空から描く南部郷の

未来イメージ」を見ていただきたいと思います。 

 ２として、「虫の目で見よう」ということで、「カントリーウオークによる南部郷の再発見」と

いうことで、南部町と南部川村区域をハイキングをしてみたいと考えてございます。ですけれど

も、非常に面積が広うございますので、一応現在考えておりますコースの設定としては、南部町の

町民広場を振り出しに三鍋王子、鹿島神社、それから八丁街道を登りまして南部梅林の入り口から

また奥へ登って、晩稲幼児公園、あの付近で昼食をとっていただいて、それから方丈を八丁田んぼ

を東側、方丈を登って西本庄橋を渡って須賀神社へ行って、そこからまた南部川の右岸を下ってき

て学校橋から野原天神に入って、それから町民広場へ帰ってくるコース、約10キロのコースを予定

しております。これらについては、電話で申し込みを受け付けをいたしまして出発をしたいという

ことで、当日は弁当持参でお願いをしたいと考えてございます。 

 ガイドにつきましては、南部川村ハイキングクラブに協力依頼をしてございます。これが午前の

部でございます。 

 それから、27ページに移りまして午後の部ですけれども、まちづくりフォーラム、住民一般の方

に参加をいただく予定でございまして、テーマとしては「住民が描く未来の南部郷」ということ

で、場所なんですけれども、国民宿舎ロイヤル等を当たってみたんですけれども、なかなか日程の

都合がつかなくて、場所としてはこの場所、ホールで約 200名ぐらいを対象にできたらなというふ

うに考えてございます。時間帯としましては、３時から５時までの２時間を予定しております。 

 そこで、パネルディスカッションということで、問題提起、南部郷をどう育てていくかという問

題提起をいただいて、あとパネリストによる発表、討議をしていただく予定にしております。 

 現在予定しておりますパネラーとしましては、森林組合の職員、松本参事でございます。南部町

漁業組合の参事東本さん、南部町商工会代表といいますか、まちづくり塾生でもございます猪野さ

ん、南部川村の元源蔵塾生永井恒雄さん、それから梅料理研究会の岩本直子さん、この方々にパネ

ラーをお願いしてまちづくりフォーラムを開催をしたいと考えております。 

 それで28ページに移りまして、人数をぐっと絞って約40名程度でまちづくり交流会を開きたいと

考えてございます。ですけれども、これは６時から７時半まで、夜６時から７時半までということ

で、参加料、食材費等参加料をいただいてそれぞれ３グループぐらいに分かれてフリートークをし

ていただいてはという提案でございます。 

 フォーラムにつきましては、参加数よりは内容のある住民参加、住民主体のフォーラムとしたい
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ということを考えてございます。 

 以上が11日のフォーラムをやってみたいという提案でございます。 

 それから、最後29ページでは、ここは次回協議会の開催ですけれども、２月は南部川村の議会議

員の選挙ございますので、本協議会はお休みとさせていただきたいと思います。 

 第４回につきましては、そこに書いてございますように、15年３月下旬という表示をさせていた

だいてございますけれども、26日、27日、28日あたり、もう３月の末になろうかと思います。両町

村の議会終了後で予定をしたいと考えてございますけれども、もし市長会等で日程が決まりました

ら、委員の皆様方には書面でもってご連絡を申し上げたいと思います。 

 以上で③ということで、管内の視察研修とまちづくりフォーラムについての提案をさせていただ

いておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

○玉井議長 ありがとうございます。 

 それではまず１つ、２月１日の管内視察、このことについての質問ございませんか。 

 なければ、２月11日、この日は大分忙しいみたいやな。午前中の鳥の目、虫の目。それから午後

のフォーラム、夜の交流会、これについての質問ございませんか。ございませんか。 

 Ｇ委員。 

 

○Ｇ委員 このフォーラムはどこへ参加していいのか、参加せんでも構わんのか、それさっぱりわ

からない。ようけありすぎてさっぱりわからんけど、ちょっとその説明頼みます。 

 

○小谷事務局長 すみません。委員の皆様方につきましては、午後の部のまちづくりフォーラムで

午後３時から５時までという部分があるわけなんですけれども、そこでできたら参加お願いできた

らなと思っております。 

 なお、午前中の鳥の目、虫の目、ここらについても、希望のある方は申し込んでいただいたらと

思います。 

 ですけれども、カントリーウオークについては、若干早足で歩いていただかないと、ちょっと３

時まで終わりきらない部分があるので、ちょっと不可能かなと。それと、午前中、南部川村で梅ま

つりが予定されておりますので、そこへ参加される方等もございますので、ですので午前の部はち

ょっと難しいかなというのがございますので、まちづくりフォーラムの方にご参加をいただける方

はご参加いただいたらと思っております。 

 以上です。 

 

○玉井議長 よろしゅうございますか。井口委員。 

  

○井口委員 夜の部の交流会は。 
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○小谷事務局長 一応、夜の部40名、会場の都合で40名とさせていただいておりますけれども、今

現在事務局で考えておりますのが、各種団体、南部町であればまちづくり塾ですか。南部川村であ

れば源蔵塾とか婦人会、町内にそれぞれ農振とか各種団体があろうかと思いますので、団体の皆様

方に相談して、各団体から二、三名ずつ参加していただけたらなと考えてございます。 

 何分有料となっております関係もございまして、各種団体の方ともご相談して40名ぐらいでフリ

ートークでやっていきたいと考えてございまして、委員さん全員の参加は特に今のところ考えてご

ざいません。 

 以上です。 

 

○玉井議長 よろしゅうございますか。 

 

○Ｈ委員 協議会事務局となってあるけれども、これ役場の総務課あたりでも受け付けということ

はできるのかな。 

 

○小谷事務局長 その鳥の目といいますか、ヘリコプターの部分ですけれども、両町村で受け付け

した場合に、一応定数50人しか飛べない状況ですんで、できれば１カ所で受け付けをしたいと考え

ております。 

 ハイキングにつきましては、人数に制限ございませんので、両方の公民館で受け付けをしていた

だくことにさせていただきたいと思いますけれども、ヘリコプターからの分につきましては協議会

の事務局の方にお願いをしたいと思っております。 

 

○玉井議長 ほかにご質問ございませんか。 

 その夜の40名というのは、各町村でお願いしてもらうんですか。 

 

○小谷事務局長 各種団体へ頼んで。 

 

○玉井議長 団体やけども、南部の委員さんに南部町の団体の人にお願いしてもらうんですか。 

 

○小谷事務局長 いやいや、事務局の方で。 

 

○玉井議長 事務局からやな。事務局から依頼してくれるそうです。 

 それでは、ほかにございませんか。 

 それでは、次回第４回は３月の下旬だと、そういうことであります。ありがとうございました。 

 本日の議事につきましては、以上で終了いたしました。 

 特に皆さん方の方でご意見ございませんか。 

 それでは、委員の皆さん方におかれましては、大変ご多忙中にもかかわりませずご出席をいただ
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きましてまことにありがとうございました。そしてまた、会議の運営にご協力を賜りましたことを

厚くお礼を申し上げます。 

 なお、振興局の小住局長さん、どうもご苦労さんでございました。ありがとうございました。 

 それでは、閉会に当たりまして副会長の山崎南部町長からあいさつがございます。 

 

○山崎副会長 本日は、大変長時間にわたりましてご協議をいただきました。 

 中でも、全国的にも問題になっている議員定数の問題でありますとか、あるいは町名の問題が協

議会の３回目で一応の結論といいますか、１つの考え方を法定協議会でお示しをいただきました。

これは、全国でも珍しいんではないかというふうに思います。厚く御礼を申し上げたいと存じます 

。 

 これからなお、いろいろな関係で、特に財政計画でありますとか新町の計画ということに本格的

に取り組まなければなりません。まさに、ことし１年が勝負だと思いますので、今後もよろしくお

願いをいたしたいと思います。 

 なお、先ほど事務局から話ありましたように、南部川村の選挙、あるいは南部町の選挙という２

月、４月に選挙がございます。できるだけと申しますか、何とか委員の皆さん、ご出馬をお願いし

たいんでありますが、これを強制するわけにもまいりませんし、我々も保障するわけにもいきませ

んので、しかし熟慮の上でご決断をしていただければまことにありがたいかと、こういうふうに思

うわけであります。長時間ありがとうございました。 

 なお、一言だけちょっと申し上げておきたいのは、特に南部町、南部川村の方もそうなんであり

ますけれども、町名の方のところの委員さんには申し上げたんですが、過日紀伊民報さんにある町

のことで、公営住宅の関係のこととかというような問題が法定協議会で議論になりまして、新聞紙

上で取り上げられました。 

 実は、南部川村には公営住宅はありませんから、南部町にも同様のことがないのかというご心配

の向きもあるかと思いますけれども、南部町はああいう事例は決してございません。ここで、いろ

いろなことを申しましても、そういうことがあれば明るみに出るわけでありますから今申し上げて

おきますけれども、決してああいうふうな形の公営住宅の管理上において、新聞紙上等でご指摘の

あったような点は一切ございませんので、ご報告申し上げておきますし、なおまた、特別会計は南

部町は全部黒字でございますし、開発公社におきましてもそういう赤字でありますとか、あるいは

土地による焦げつきのものでありますとか、そういうものは一切ございませんのでご報告を申し上

げておきませんと、合併に絡む基本的な問題として問題になろうかと思いますので、ご安心を賜り

たいと、ご報告を町長として申し上げておきますので、ご了解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。本日はどうもありがとうございました。 

 

                   （拍 手） 

 

○玉井議長 それでは、閉会をいたします。 
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 司会者。 

 

○司会者 玉井議長様、ご苦労さまでした。皆さん、長時間にわたり本日はどうもご苦労さまでし

た。ありがとうございました。 

                                   午後４時20分 終了 



 
 
 会議の経過を記載し、その内容に相違ないことを確認し、ここに署名する。 
 
 
 
 
 
 
      南部町・南部川村合併協議会議長 
 
 
 
 
      南部町・南部川村合併協議会委員 
 
 
 
 
      南部町・南部川村合併協議会委員 


	2.pdf
	Sheet1

	⁄A‚æ‡R›ñ›ï‰cŸ^ ‡Q…y†[…WŒÚ.pdf
	Sheet1




